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調
査
日
　
令
和
３
年
10
月
29
日

　
　
　
　
令
和
３
年
11
月
１
日

調
査
日
　 

令
和
３
年
７
月
17
日

�　
　
　
　

令
和
３
年
10
月
27
日

宅
確
保
が
喫
緊
の
課
題
と
説

明
を
受
け
た
。
ま
た
、
働
く

場
所
の
確
保
も
課
題
で
あ
り
、

町
内
事
業
所
と
の
連
携
や
情

報
交
換
を
行
い
、
定
住
・
移

住
へ
の
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
必
要
と
説
明
を
受
け
た
。

【
総
括
】

・
建
設
課

　

町
営
住
宅
全
体
の
老
朽
化

は
否
め
ず
、
古
い
団
地
の
集

約
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、

公
営
住
宅
は
基
本
的
に
公
共

の
福
祉
の
原
則
に
基
づ
き
考

え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

人
口
減
少
は
今
後
も
進
み
、

明
確
な
都
市
計
画
が
必
要
に

な
る
。
仮
に
団
地
が
無
く
な

れ
ば
周
辺
住
宅
へ
も
波
及
し
、

地
域
・
町
内
会
等
へ
の
影
響

も
場
合
に
よ
っ
て
生
じ
る
。

今
後
計
画
を
早
期
に
進
め
る

た
め
方
向
性
を
示
す
必
要
性

を
強
く
指
摘
す
る
。

・
商
工
観
光
課

　

体
験
住
宅
・
支
援
住
宅
は
、

教
員
住
宅
等
を
活
用
し
て
い

る
が
、
そ
の
数
は
利
用
者
数

を
踏
ま
え
今
一
度
見
直
す
必

要
性
が
あ
る
。
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【
建
設
課
】

　

建
設
課
で
は
、
町
営
住
宅
・

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
・
貸
付

住
宅
を
所
管
し
て
い
る
。

　

町
営
住
宅
の
入
居
率
は
、

平
成
28
年
度
の
89
・
66
％
に

対
し
、
令
和
３
年
度
は
77
・

66
％
と
減
少
傾
向
に
あ
る
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
民
間
賃

貸
住
宅
の
新
設
に
よ
る
入
居

の
選
択
肢
の
増
加
や
、
古
い

建
物
は
入
居
条
件
と
し
て
ボ

イ
ラ
ー
や
浴
槽
等
を
入
居
者

が
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
、

内
装
等
の
経
年
劣
化
も
著
し

い
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
特
定
公
共

賃
貸
住
宅
の
入
居
率
は
、
令

和
２
年
度
は
41
・
67
％
と
低

か
っ
た
が
、
入
居
要
件
の
一

部
を
見
直
し
、
令
和
３
年
度

は
62
・
50
％
と
回
復
傾
向
に

あ
る
。
一
方
、
御
影
地
区
は

世
帯
向
け
住
宅
の
需
要
が
大

き
く
入
居
率
は
高
く
推
移
し

て
い
る
。

　

今
後
の
建
替
や
解
体
は
、

町
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画

に
基
づ
き
着
手
・
予
定
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
未

定
の
も
の
も
今
後
、
補
助
事

業
を
活
用
し
進
め
て
い
け
る

よ
う
検
討
し
て
い
る
と
説
明

を
受
け
た
。
既
存
住
宅
の
改

修
は
、
一
部
屋
根
の
防
水
を

除
き
、
屋
根
や
外
壁
の
改
修

は
完
了
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
比
較
的
新
し
い
町

営
住
宅
に
は
ボ
イ
ラ
ー
や
浴

槽
等
を
設
置
し
て
い
る
。
今

後
、
全
て
に
設
置
す
る
か
は
、

費
用
面
か
ら
さ
ら
な
る
考
察

が
必
要
と
の
説
明
を
受
け
た
。

　

今
後
も
人
口
減
少
が
予
想

さ
れ
る
中
で
、
現
状
４
７
０

戸
の
町
営
住
宅
の
う
ち
、
約

22
％
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
集
約
は
必
要
と
考
え

る
。
し
か
し
、
町
営
住
宅
は

福
祉
の
役
割
が
大
き
い
た
め
、

入
居
者
と
の
対
話
と
、
町
全

体
の
都
市
計
画
を
考
え
た
上

で
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

【
商
工
観
光
課
】

　

商
工
観
光
課
で
は
、
移
住

体
験
住
宅
・
移
住
支
援
住
宅

（
以
降
体
験
住
宅
・
支
援
住
宅
）

を
所
管
し
て
い
る
。
教
員
住

宅
等
の
用
途
を
変
更
し
、
体

験
住
宅
２
戸
、
支
援
住
宅
５

戸
を
運
営
し
て
い
る
。
体
験

住
宅
は
最
大
１
か
月
間
、
支

援
住
宅
は
最
大
１
年
間
利
用

で
き
、
そ
の
後
、
定
住
・
移

住
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

　

現
状
、
令
和
元
年
度
か
ら

３
年
度
ま
で
で
、
31
件
が
利

用
し
、
そ
の
う
ち
４
世
帯
が

町
内
に
住
宅
取
得
・
新
築
等

に
よ
る
定
住
（
予
定
）
者
で
、

５
世
帯
が
賃
貸
住
宅
等
に
入

居
と
の
説
明
を
受
け
た
。

　

本
町
に
移
住
希
望
の
世
帯

が
多
い
一
方
、
世
帯
向
け
賃

貸
住
宅
が
少
な
い
た
め
、
住

・
全
体
を
通
じ
て

　

町
営
住
宅
の
在
り
方
や
定

住
・
移
住
の
た
め
の
住
宅
政

策
に
つ
い
て
今
回
調
査
を
進

め
る
中
で
、
町
が
所
有
す
る

住
宅
は
、
所
管
す
る
課
の
責

任
で
管
理
し
て
い
る
と
分
か

っ
た
。
今
回
の
調
査
対
象
に

な
い
も
の
の
、
教
育
委
員
会

所
管
の
教
員
住
宅
、
農
林
課

所
管
の
住
宅
、
さ
ら
に
総
務

課
所
管
の
住
宅
な
ど
が
あ
る
。

町
の
住
宅
政
策
を
考
え
る
際

に
、
各
課
の
連
携
は
必
要
だ

が
、
組
織
そ
の
も
の
の
見
直

し
が
必
要
と
感
じ
る
。
本
来
、

町
営
住
宅
は
福
祉
政
策
で
、

定
住
・
移
住
は
人
口
ビ
ジ
ョ

ン
に
お
け
る
政
策
で
あ
る
。

ま
た
、
民
間
の
ア
パ
ー
ト
等

や
、
点
在
す
る
空
き
地
・
空

き
家
も
加
味
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
町
内
全
体
の
課
題
と

し
て
取
り
組
む
必
要
性
を
強

く
感
じ
た
。
以
上
を
踏
ま
え
、

総
合
計
画
を
基
に
今
後
具
体

的
な
行
動
計
画
を
展
開
し
な

け
れ
ば
、
総
合
的
な
住
宅
政

策
の
方
向
性
が
定
ま
ら
な
い

と
考
え
る
。

町
営
住
宅
及
び
移
住
支
援
住
宅
等
の
現
状

課
後
児
童
支
援
員
を
配
置
と

さ
れ
、
う
ち
１
名
を
除
き
補

助
員
と
の
代
替
が
可
能
で
あ

る
。
職
員
数
（
正
職
員
・
２

号
職
員
）
は
清
水
地
区
で
４

名
、
御
影
地
区
で
３
名
、
そ

の
ほ
か
１
号
職
員
を
配
置
し

て
い
る
。

　

使
用
施
設
は
、
清
水
地
区

は
、
清
水
小
学
校
（
４
教
室

の
ほ
か
、
体
育
館
や
グ
ラ
ウ

ン
ド
）
と
児
童
館
を
借
り
て

い
る
。
御
影
地
区
は
、
世
代

間
交
流
セ
ン
タ
ー
の
一
部
を

借
り
て
使
っ
て
い
る
。

　

今
後
の
清
水
地
区
の
学
童

施
設
の
在
り
方
は
、
４
つ
の

選
択
肢
が
挙
げ
ら
れ
る
。
１

つ
目
は
、
既
存
施
設
を
修
繕

し
使
用
す
る
方
法
。
２
つ
目

は
、
他
の
未
利
用
施
設
を
使

用
す
る
方
法
で
、
令
和
５
年

度
に
清
水
幼
稚
園
の
施
設
が

空
く
が
、
改
修
が
相
当
必
要

に
な
る
。
３
つ
目
は
、
す
べ

て
学
校
施
設
を
使
用
す
る
方

法
で
、
１
階
フ
ロ
ア
を
全
部

借
り
る
方
法
だ
が
、
目
配
り

が
難
し
く
な
る
と
の
意
見
も

あ
る
。
４
つ
目
は
、
新
施
設

【
保
育
所
の
運
営
】

　

令
和
３
年
度
当
初
の
職
員

配
置
は
、
全
施
設
で
国
の
配

置
基
準
を
満
た
し
て
い
る
が
、

町
と
し
て
手
厚
く
質
の
高
い

教
育
・
保
育
を
す
る
た
め
、

３
歳
以
上
児
は
ク
ラ
ス
に
副

担
任
を
独
自
に
配
置
し
、
さ

ら
に
支
援
が
必
要
な
児
童
の

た
め
に
増
員
し
対
応
し
て
い

る
。
３
歳
未
満
児
は
、
10
か

月
の
翌
日
か
ら
入
所
で
き
る

た
め
、
途
中
入
所
を
見
越
し

て
当
初
か
ら
若
干
多
め
に
配

置
し
て
い
る
。
ま
た
、
令
和

５
年
度
の
し
み
ず
保
育
所
の

認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
に

伴
う
清
水
幼
稚
園
と
の
統
合

予
定
も
考
慮
し
た
採
用
・
人

員
配
置
も
進
め
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。

　

給
食
委
託
の
運
営
状
況
に

つ
い
て
、
委
託
料
は
令
和
２

年
度
当
初
予
算
が
５
５
９
３

万
円
、
契
約
金
額
（
税
抜
き
）

が
月
間
管
理
費
２
９
６
万
円
、

給
食
１
食
当
た
り
１
４
５
円
、

お
や
つ
１
食
当
た
り
40
円
又

は
60
円
で
あ
る
。
令
和
３
年

度
の
予
算
額
は
５
６
２
１
万

９
千
円
で
前
年
度
比
28
万
9

千
円
の
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

増
額
の
内
訳
は
人
件
費
と
町

内
で
の
食
材
調
達
を
増
や
す

も
の
で
、
契
約
金
額
（
税
抜

き
）
は
、
月
間
管
理
費
３
０

６
万
２
３
０
６
円
、
前
年
度

比
10
万
２
３
６
０
円
の
増
で

あ
る
が
、
町
内
で
約
50
％
の

食
材
の
購
入
は
難
し
く
、
当

初
の
１
食
１
５
５
円
か
ら
１

４
５
円
に
戻
し
て
い
る
。

　

令
和
３
年
度
上
半
期
に
お

け
る
給
食
食
材
の
調
達
実
績

は
、
町
内
業
者
か
ら
の
購
入

が
10
・
４
％
、
町
外
業
者
で

89
・
6
％
で
あ
る
。
今
年
１
・

２
月
頃
に
は
35
％
を
超
え
て

い
た
が
、
食
彩
館
の
閉
店
等

で
約
10
％
ま
で
落
ち
込
ん
で

い
る
。
令
和
２
年
度
は
「
町

内
で
の
納
入
実
績
の
あ
る
者

か
ら
令
和
元
年
度
購
入
実
績

額
の
概
ね
50
％
を
購
入
す
る
」

と
の
委
託
仕
様
書
で
あ
っ
た

が
、
令
和
３
年
度
は
「
町
内

で
時
期
に
生
産
さ
れ
た
食
材

を
町
内
業
者
か
ら
購
入
し
、

使
用
す
る
こ
と
に
努
め
る
」

と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
少

し
で
も
町
内
購
入
を
増
や
し

て
20
％
を
目
指
し
て
ほ
し
い

旨
、
委
託
業
者
へ
依
頼
し
て

い
る
と
説
明
を
受
け
た
。
現

在
、
端
境
期
以
外
は
ほ
ぼ
道

内
産
で
賄
え
て
い
て
、
旬
の

食
材
は
町
内
産
を
使
用
し
、

町
に
愛
着
を
持
て
る
よ
う
に

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

【
学
童
保
育
の
運
営
】

　

本
町
の
学
童
保
育
は
、
清

水
地
区
で
２
単
位
、
御
影
地

区
で
１
単
位
の
学
童
ク
ラ
ブ

が
運
営
さ
れ
て
い
る
。
職
員

数
は
、
国
の
配
置
基
準
で
は

単
位
ご
と
に
２
人
以
上
の
放

の
建
設
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

【
総
括
】

　

令
和
２
年
度
か
ら
委
託
と

な
っ
た
給
食
の
食
材
の
地
元

調
達
は
約
10
％
で
、
委
託
前

と
比
べ
て
期
待
の
数
字
に
到

達
し
て
い
な
い
。
食
材
の
地

元
調
達
が
困
難
な
状
況
だ
が
、

本
町
は
総
合
計
画
で
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
ま
ち
づ
く
り
、
地
産
地

消
や
食
育
の
推
進
を
掲
げ
、

食
の
安
全
安
心
に
関
す
る
志

向
の
高
ま
り
等
に
も
配
慮
す

る
必
要
が
あ
り
、
ま
ず
は
地

元
調
達
20
％
を
目
指
す
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
Ｊ

Ａ
十
勝
清
水
町
を
通
じ
た
町

内
の
食
材
の
積
極
的
な
利
用

の
検
討
と
、
委
託
前
後
の
給

食
調
理
業
務
の
効
果
の
検
証

を
行
う
べ
き
と
考
え
る
。

　

学
童
保
育
の
運
営
は
、
特

に
清
水
地
区
の
学
童
は
手
狭

で
、
も
う
少
し
落
ち
着
い
た

環
境
を
確
保
で
き
な
い
か
と

い
う
印
象
を
受
け
た
。
今
後
、

子
育
て
支
援
施
策
の
充
実
に

は
、
学
童
保
育
の
在
り
方
を

含
め
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両

面
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

保
育
所
・
学
童
保
育
の
運
営
に
つ
い
て

清水地区の学童保育を視察 町営住宅を視察

総
務
産
業
常
任
委
員
会  

調
査
報
告

移住に関わる住宅の説明を受けた


